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１ 実施期間 

令和５年 4 月 1 日から令和６年 3 月 31 日まで 

 

２ 関係機関との連携 

（１） 厚生労働省との連携 

大規模食中毒、広域流通食品及び輸入食品による違反事例等の発生時には、厚生労働

省担当部局と緊密な連絡調整や情報交換を行い、危害拡大防止に努めました。 

また、対 EU 輸出水産食品取扱認定施設に対する近畿厚生局との連携による合同監

視の他、輸入食品に対する安全性確保の取組み状況を把握するため、大阪検疫所が開催

する輸入食品監視指導連絡会にて情報交換を行うとともに、同所と連携し「検疫所業務

研修」を開催しました。 

なお、食品衛生法に基づく自主回収の届出事例 27 件（食品添加物の使用対象外食品

への使用、カビの発生、合成樹脂片の混入等）について、速やかに厚生労働省へ報告し

ました。 

 

（２） 消費者庁との連携 

食品表示法に基づく自主回収の届出事例 54 件（アレルゲン表示の欠落、消費期限・

賞味期限の誤表示等）について、速やかに消費者庁へ報告しました。 

 

（３） 都道府県等との連携 

都道府県等との連携が必要な食中毒及び違反食品等（疑いを含む）の発生時には、速

やかに情報提供や調査依頼を行いました。 

また、「全国食品衛生主管課長連絡協議会」、「二十一大都市食品衛生主管課長会議」、

「近畿府県市食品・乳肉衛生担当係長会議」、「瀬戸内沿岸観光府県市食中毒対策協議会

会議」において、情報交換を行いました。 

なお、食鳥肉を原因とするカンピロバクター食中毒対策として、食品の規格基準の設

定等を行うよう、「全国食品衛生主管課長連絡協議会」を通じて、厚生労働省に対して

要望しました。 

   〈大阪府域自治体との連携〉 

大阪府域自治体と緊密に連携するため、「大阪府域自治体食品衛生主管課長連絡会幹

事会」に出席し、食品衛生法の改正に伴う対応をはじめ、衛生行政の推進に関する意

見交換を行いました。 

また、食中毒予防対策として、大阪府域自治体連名で食中毒予防啓発通知文書を食品 

関係団体に発出するとともに、消費者に対する啓発活動として食中毒予防啓発ポスタ             

ーを作成し、関係機関等に掲出を依頼しました。  
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（４） 食品表示法所管部局等との連携 

「大阪食品表示監視協議会」を通じ、食品表示に係る部局と情報交換を行いました。 

 

（５） 庁内関係部局等との連携 

「大阪市食の安全に関する連絡会」を開催し、情報交換を行うとともに、随時、連絡 

会構成部局に 13 件の食品衛生に関する情報提供を行いました。 

 

（６） その他の連携 

大阪市域の淀川下流部で採取した天然シジミから、国が定める規制値を超える麻痺性 

貝毒が検出されたため、国土交通省淀川河川事務所、大阪府等の関係機関と連携し、市 

民への啓発などの対策を実施しました。 

 

３ 監視指導・検査の実施結果 

重点的に実施する事項 

令和５年度大阪市食品衛生監視指導計画で定めた重点監視項目について監視指導を実

施しました。 

※ 表 1 重点監視事項の指導対象業種等の監視指導件数及び営業・業務の禁・停止等

の行政処分を行った件数 

 

（１） 食中毒防止対策  

ア 大規模食中毒対策 

   大規模な食中毒等の発生を防止するため、社会福祉施設（保育所や高齢者施設等）、

学校、幼稚園、病院、診療所及びその他大規模な集団給食施設（事業所等）、仕出し折

詰弁当調製施設、大規模な宿泊施設並びに結婚式場に対し、延べ 3,437 施設の監視

指導を行い、HACCP に沿った衛生管理の運用状況を確認するとともに、適切な実施

について指導及び助言を行いました。また、衛生状態の確認のため、ふき取り検査を

実施した施設に対しては、その結果に基づいて、器具及び設備の洗浄等に関し衛生指

導を行いました。 

※ 表 2 大量調理施設等のふき取り検査結果 

 

イ カンピロバクターによる食中毒防止対策 

     カンピロバクターによる食中毒の発生を防止するため、焼鳥店や焼肉店等の飲食店

営業施設及び食肉販売施設について監視指導を行い、施設の衛生確保に努めるよう指

導を行いました。また、市内で販売されている食肉等のカンピロバクター等の細菌検

査の結果を踏まえて、市内の食品等事業者に対して、衛生講習会を通じて、食鳥肉の

汚染実態及び取扱い不備による二次汚染の危険性について注意喚起し、提供時には中

心部まで十分に加熱して提供するよう指導しました。 

さらに、効果的なカンピロバクター食中毒予防啓発を目的とし、鶏肉の生食を経験

していない、もしくは習慣化していない傾向にある 10 代、20 代の若年層を主な対
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象とした衛生講習会を 171 回実施し、3,294 名に対して食肉、特に鶏肉を生やタタ

キ等で喫食することによるカンピロバクター食中毒にかかるリスクについて周知しま

した。 

なお、食中毒予防月間には食中毒予防啓発グッズの配布及び広報車の巡回による街

頭宣伝により、食肉等は十分に加熱して喫食するよう啓発しました。 

 

  ウ ノロウイルスによる食中毒防止対策  

ノロウイルスによる食中毒は、ノロウイルスに感染している調理従事者の手指等を 

介して食品を汚染する事例が多いことから、給食施設や飲食店営業施設、食品製造施 

設を重点的に監視し、調理従事者の健康管理及び手洗いの徹底等について指導しまし 

た。また、ノロウイルス食中毒の原因となりうる生食用かきについては、汚染状況を 

確認するため、市内流通品６検体についてノロウイルスの検査を実施しましたが、検 

出されませんでした。 

なお、生食用かきの成分規格検査を 37 検体について行いましたが、違反は確認さ

れませんでした。 

※ 表３ 生食用かきの検査結果 

 

  エ アニサキスによる食中毒防止対策 

    魚介類の寄生虫であるアニサキスによる食中毒の発生を防止するため、食中毒予防 

に関する情報を大阪市ホームページに掲載するとともに、生食用鮮魚介類を取り扱う 

飲食店営業施設及び魚介類販売施設の監視指導時や食品衛生講習会等において、本市

で作成したリーフレット等を用いて、アニサキス食中毒の予防策の普及啓発を行いま

した。 

 

（２） HACCP に沿った衛生管理の運用状況の確認と指導及び助言 

食品等事業者に義務付けられている HACCP に沿った衛生管理の運用状況について 

営業許可施設を中心に食品等事業者が作成した衛生管理計画や衛生管理の実施状況の 

記録等を確認し、必要に応じて指導及び助言を行いました。 

 

（３） 不適正な食品等の発見及び排除 

ア 賞味期限及び消費期限 

食品等事業者に対して、科学的、合理的根拠に基づき期限を設定し、適正に表示す

るよう指導するとともに、根拠のない期限の延長や消費者に誤解を与えるような行為

を行わないよう監視指導を行いました。 

また、広域流通食品を製造する施設に対して監視指導を行い、科学的、合理的根拠

に基づく期限設定及び適正な表示を徹底するよう指導を行いました。 

 

イ 食品添加物 

食品の製造時に使用した食品添加物及び原材料に使用されている食品添加物が正確

に表示されているか、重点的に食品製造施設の監視指導を行いました。 
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   【検査について】 

食品を製造する際に、食品添加物が食品衛生法に基づき適正に使用されていること

を確認するため、食品 843 検体について検査を行いました。 

検査の結果、菓子類１検体から指定外添加物（TBHQ）が検出されたため、輸入者

を所管する自治体に通知し、措置を依頼しました。 

また、使用された食品添加物が食品表示法に基づき適正に表示されていることを確

認するため、食品 798 検体について検査を行いました。 

検査の結果、菓子類１検体から表示に記載のない着色料（赤色 40 号）が検出され

たため、輸入者を所管する自治体に通知し、措置を依頼しました。さらに、食品添加

物の表示方法に不備のあった清涼飲料水について、輸入者を所管する自治体に情報提

供しました。 

※ 表４ 各種食品に対する食品添加物検査結果 

 

ウ アレルゲンを含む食品 

     食品のアレルゲン表示の欠落により発生する健康被害を防止するため、食品製造施

設の監視指導を行うとともに、食品販売施設等で販売されていた菓子等 106 検体に

ついて食品表示法に基づくアレルゲン（乳、卵、小麦、落花生、えび、かに）の検査

を行いましたが、アレルゲン表示が欠落した食品は確認されませんでした。 

     また、飲食店等への監視指導時や食品衛生講習会等において、食品等事業者に対し、

消費者へ正確なアレルゲン情報が提供できるよう指導を行い、アレルゲンを含む食品

による健康被害の未然防止に努めました。 

※ 表５ アレルゲン表示の検査結果 

 

エ 広域流通食品 

     各種製造業のうち広域に流通する食品を製造している大規模製造施設を中心に、延

べ 1,266 施設に対し、製造から販売に至るまでの各段階における衛生管理や食品の

製造等に係る記録の作成及び保存等が適正に行われているか、また、製品の表示が適

正に実施されているかについて、監視指導を行いました。 

    ※ 表６ 広域流通食品製造施設等の業種別監視件数 

 

オ 輸入食品 

     輸入食品の安全性を確保するため、食品衛生法に基づき食品等 437 検体について

残留農薬及び食品添加物等の検査を 11,238 件行いました。 

     検査の結果、菓子類１検体から指定外添加物（TBHQ）が検出されたため、輸入者

を所管する自治体に通知し、措置を依頼しました。 

また、食品表示法に基づき食品 280 検体について 2,087 件の検査を行いました。 

検査の結果、表示に記載のない着色料（赤色 40 号）が検出された菓子類１検体、

邦文表示のない即席めん類２検体及び菓子類１検体については、輸入者や販売元を所

管する自治体に通知し、措置を依頼しました。さらに、期限表示や食品添加物の表示

方法に不備のあった菓子類２検体、即席めん類３検体及び清涼飲料水１検体について

は、輸入者や販売元を所管する自治体に情報提供しました。 
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なお、これらの違反は、全てインターネットで販売されていた食品を購入して行っ

た試買検査により確認されました。 

     ※ 表７ 輸入食品の検査結果 

※ 表 14 食品等の試買検査結果（検査項目別）（再掲） 

 

    厚生労働省のモニタリング検査により違反が発見された中国産生鮮にんじん及びえ

だまめ（無加熱摂取冷凍食品）、韓国産活ひらめ（生食用）については、輸入者に対し、

当該違反食品の回収や廃棄等の措置を命じました。 

    ※ 表８ 本市が回収、廃棄等の行政処分を行った食品一覧 

 

（４） 令和４年度に食品衛生法違反による行政処分等を受けた施設に対する監視指導 

     令和４年度に食品衛生法違反で行政処分した食品の製造又は調理を行っている８

施設に対し、引き続き食中毒再発防止の対策等がなされているかの監視指導を合計

16 回行いました。 

※ 表 1 重点監視事項の指導対象業種等の監視指導件数及び営業・業務の禁・停

止等の行政処分を行った件数 

 

一斉監視・特別監視 

（１） 食品、添加物等の夏期及び年末一斉取締り 

  細菌性食中毒の発生しやすい夏期に、延べ 23,023 施設の立入り調査及び 307 検

体の収去検査を実施し、多種類の食品が短期間に大量流通する年末に、延べ 11,722

施設の立入り調査及び 143 検体の収去検査を実施しました。 

※ 大阪市ホームページ「令和５年度食品、添加物等の夏期一斉取締り実施結果に

ついて」参照 

（ https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000607525.html ） 

※ 大阪市ホームページ「令和５年度食品、添加物等の年末一斉取締り実施結果に

ついて」参照 

（ https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000621488.html  ） 

 

（２） ふぐ取扱施設の一斉取締り 

ふぐ毒による食中毒の発生を防止するため、11 月から 3 月までの期間、市内のふ

ぐ取扱施設 1,382 施設に対し、10,531 回の監視指導を行い衛生確保に努め、衛生

講習会を通じて有毒部位の管理の徹底について指導しました。 

監視指導の結果、違反施設に対しては、厳正に対処しました。 

※ 表９ ふぐ取扱施設の一斉取締り結果 

 

（３） 路上販売弁当等の監視指導等 

路上で販売されている弁当について、販売施設 68 箇所に対し延べ 93 回監視指導

を行い、不衛生な取扱いを行っている施設への指導や不適正表示弁当の排除に努め、

不適販売施設 41 施設に対して改善指導を行いました。 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000607525.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000621488.html
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また、販売施設で弁当５検体を収去し、99 件の細菌検査を行い、これらの検査結

果を踏まえ、弁当を製造した施設に対して、指導及び助言を行いました。 

※ 表 10 路上販売弁当の監視指導及び検査結果 

 

（４） イベント、臨時営業施設における食品関係施設に対する監視指導 

    種々のイベント等について、事前指導を実施するとともに、催しに出店された臨時

営業施設等延べ 5,212 施設に対して監視指導を行い、衛生確保に努めました。 

※ 表 1 重点監視事項の指導対象業種等の監視指導件数及び営業・業務の禁・停

止等の行政処分を行った件数 

 

食品等の検査 

   令和５年度大阪市食品衛生監視指導計画に基づき、3,253 検体の食品等について

44,414 件の収去検査及び試買検査を実施しました。 

※ 表 11 食品等の検査結果（検査項目別） 

※ 表 12 食品等の検査結果（検査機関別） 

※ 表 13 食品中の放射性物質（放射性セシウム 134Cs+137Cs）検査結果 

（検査機関別）（再掲） 

 

（１） 収去検査  

市内で製造又は流通、販売されている食品等について、食品衛生法に基づき 2,343

検体収去し、40,216 件の検査を行い、食品表示法に基づき 770 検体収去し、3,287

件の検査を行い、計 3,113 検体、43,503 件の検査を行いましたが、違反は確認さ

れませんでした。   

 

（２） 試買検査 

ア 試買検査結果 

インターネットで販売される食品等は、消費者の利便性が高い一方、表示を含めそ

の実態を把握しにくい側面があることから、インターネットで販売されている食品、

器具・容器及びおもちゃを試買し、食品衛生法に基づき79検体及び食品表示法に基づ

き61検体について、食品添加物、アレルゲン、組換え遺伝子及びその表示等の検査を

911件行いました。 

※ 表 14 食品等の試買検査結果（検査項目別）（再掲） 

 

  イ 違反発見時の対応 

検査の結果、表示に記載のない着色料（赤色 40 号）が検出された菓子類１検体、

邦文表示のない即席めん類２検体及び菓子類１検体、指定添加物（TBHQ）が検出さ

れた菓子類１検体については、輸入者や販売元を所管する自治体に通知し、措置を依

頼しました。さらに、期限表示や食品添加物の表示方法に不備のあった菓子類２検体、

即席めん類３検体及び清涼飲料水１検体については、輸入者や販売元を所管する自治

体に情報提供しました。 
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関係事業所における監視指導及び検査 

（１） 中央卸売市場（本場・東部市場）食品衛生検査所における監視指導及び検査 

中央卸売市場の全開場日において、市場内のせり場や食品関係施設の早朝監視を、

本場では延べ 61,456 施設、東部市場では延べ 26,371 施設に対し実施しました。 

卸売市場内の食品取扱施設の監視指導を行うとともに、食品衛生法に基づき1,123

検体、食品表示法に基づき、353 検体の食品を収去し、計 1,476 検体について

19,573 件の検査を行いましたが、違反は確認されませんでした。 

また、場内事業者やその従業員に対して、これらの監視結果に基づき自主衛生管理

の徹底を指導するとともに、HACCP に沿った衛生管理が適切に実施されるよう指導

及び助言を行いました。 

 

（２） 食肉衛生検査所における監視指導及び検査 

ア 中央卸売市場南港市場における監視指導及び検査 

    と畜場法に基づく牛、豚 54,789 頭のと畜検査や中央卸売市場南港市場（以下「南

港市場」という。）内の食品衛生法に基づく許可施設等の監視指導を実施しました。 

また、南港市場内でとさつされた牛及び豚由来の食肉中の残留動物用医薬品の検査

1,120 件及び放射性物質の検査 31 件を行いました。 

また、食肉処理場における HACCP に基づく衛生管理等が適切に実施されるよう、

作成された衛生管理計画及び手順書の内容の科学的妥当性並びに施設の衛生管理の運

用状況に関する外部検証を行いました。 

これらの他に、場内の食品等事業者に対してふき取り検査や監視指導の結果に基づ

き衛生教育を行うとともに、HACCP に沿った衛生管理を適切に実施されるよう指導

及び助言しました。 

※ 表 15 と畜検査結果 

 

イ 食鳥処理場における監視指導及び検査 

    年間処理羽数 30 万羽を超える大規模食鳥処理場において、「食鳥処理の事業の規

制及び食鳥検査に関する法律」に基づき 518,623 羽の食鳥検査を行い、とさつされ

た食鳥肉中の残留動物用医薬品の検査 184 件を行いました。なお、令和５年度は高

病原性鳥インフルエンザが疑われる食鳥が確認されなかったため、スクリーニング検

査は実施しませんでした。 

また、年間処理羽数 30 万羽以下の認定小規模食鳥処理場 62 施設の監視指導を行

うとともに、確認規程の遵守と確認状況の報告に基づく指導を行いました。 

なお、大規模食鳥処理場においては、HACCP に基づく衛生管理が適切に実施され

るよう、作成された衛生管理計画及び手順書の内容の科学的妥当性並びに施設の衛生

管理の運用状況に関する外部検証とその改善を行いました。また、認定小規模食鳥処

理場においては、HACCP に沿った衛生管理が適切に実施されるよう指導及び助言し

ました。 

※ 表 16 大規模食鳥処理場における食鳥検査結果及び認定小規模食鳥処理場に 

おける確認状況報告 
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食中毒等健康被害発生時の対応 

   令和５年の市内における食中毒の発生状況は、発生件数 12 件、患者数 70 名であり、

食中毒の原因施設に対しては、危害拡大防止及び再発防止のために営業停止等の行政処分

を行うとともに、原因究明の調査を実施し、施設の消毒指導や調理従事者等に対する衛生

教育を行いました。 

※ 表17 令和５年食中毒発生状況（食中毒については暦年ごとに統計処理を行っています。） 

 

４ 食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進に関する事項 

 HACCP に沿った衛生管理等の推進 

（１）ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理等の取組の推進 

   食品等事業者に義務付けられているＨＡＣＣＰに沿った衛生管理等のさらなる推進を図

るため、講習会の開催や大阪市ホームページに参考となる資料等を掲載する等し、その実

施を支援しました。 

   また、施設の監視時には、事業者が作成した衛生管理計画やその運用状況を確認し、適

切に実施されるよう必要に応じて指導及び助言を行いました。 

なお、新たに営業を行う事業者に対しては、事業者団体が作成し厚生労働省が内容を確

認した手引書等を用いて、窓口での相談時等にきめ細かく説明し、その実施を支援しまし

た。 

 

（２）ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理等の運用状況の確認と必要な指導及び助言 

HACCP に基づく衛生管理が求められる大規模な食品製造施設等に対しては、事業者が

作成した衛生管理計画の定期的な検証と見直しの実施状況等を確認するとともに、技術面

や情報面においての指導及び助言を行いました。  

また、小規模な飲食店等の事業者に対しては、事業者団体が作成し厚生労働省が内容を

確認した手引書等を用いて、衛生管理等の運用状況を確認し、必要な指導及び助言を行い

ました。 

 

食品衛生講習会等の実施 

   生活衛生課、保健所（食品衛生監視課、各生活衛生監視事務所）、中央卸売市場（本場及

び東部市場）食品衛生検査所、食肉衛生検査所及び区役所（保健福祉センター）において、

食品等事業者や消費者等を対象に食中毒予防、HACCP に沿った衛生管理、食品表示法に

基づく適正表示についての食品衛生講習会を 635 回、11,278 名に対し実施しました。 

※ 表 18 食品衛生講習会の実施状況 
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食品等の自主回収の届出の推進 

   令和５年度は、食品衛生法及び食品表示法に基づく食品等の自主回収報告制度の対象と

なる事例が 80 件あり、速やかに厚生労働省及び消費者庁に報告することで消費者に広く

公表し、危害拡大防止に努めました。 

なお、食品等事業者から自主回収にかかる報告があった際は、自主回収情報が消費者に

正確に伝わるよう指導するとともに、製造所等が市内にある場合は、再発防止策を講じる

よう指導しました。また、自主回収の終了にかかる報告があった際は、自主回収が適切に

実施されたことを確認しました。 

※ 表 19 食品等の自主回収報告制度に基づく届出一覧 

 

食品等事業者との連携 

   食中毒予防啓発事業として、食品関係団体と連携し、商店街や卸売市場等で食中毒予防

の呼びかけを行いながらリーフレット等を配布しました。 

    

優良施設等の表彰 

   市内施設の衛生水準の向上を図るため、保健所が調査した施設のうち、積極的な設備の

改善と衛生的取扱いの向上に努め、特に優秀な衛生状態を保持している営業施設を優良施

設として表彰し、大阪市ホームぺージにおいて公表することで、HACCP に沿った衛生管

理等を含めた自主衛生管理を推進しています。令和５年度については、12 業種 207 施設

を表彰しました。 

また、衛生管理の推進や食品衛生知識の普及向上等に優れた功績のあった事業者や衛生

管理の優秀な食品営業関係施設を大阪府保健衛生関係知事表彰、公益社団法人日本食品衛

生協会会長表彰、厚生労働大臣表彰に推薦しました。 

※ 表 20 優良施設等の表彰状況 

※ 大阪市ホームページ「令和５年度大阪市食品衛生・環境衛生優良施設表彰」参照 

  （ https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000606349.html ） 

 

５ 情報提供及び意見交換（リスクコミュニケーション）の実施 

情報提供 

衛生上の危害の拡大が懸念される食中毒発生時に、大阪市ホームページや報道機関を通

じて広く市民に情報提供を行いました。 

また、保健所（食品衛生監視課、各生活衛生監視事務所）や区役所（保健福祉センター）

の窓口にて食品衛生に関する閲覧資料やリーフレット等の配架を行うとともに、大阪市ホ

ームページ等で各種食品衛生に関する情報提供を行いました。 

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000606349.html
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さらに、市民に食品衛生に関する正しい知識を習得させ、行政や食品等事業者の食の安

全を守る取組を体験しながら食の安全性に関する理解を深めてもらうための市民参加型食

品衛生事業「食の安全市民体験型学習会」を実施しました。 

※ 大阪市ホームページ「くらし（食品・衛生）」参照 

（ https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/3017-0-0-0-0-0-0-0 

-0-0.html  ） 

  ※ 大阪市ホームページ「令和５年度食の安全市民体験型学習会を開催しました！」参 

    照（ https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000603445.html ） 

 

市民や食品等事業者との意見交換会の実施 

   本市の食品等の安全性確保に関する取組、食中毒予防（特に鶏肉の生食を原因とするカ

ンピロバクター食中毒）等について 221 回、市民や食品等事業者等 4,029 名と意見交換

を行いました。 

※ 表 21 意見交換会実施結果 

 

食品衛生監視指導計画の策定に伴うパブリック・コメントの実施 

   令和６年度大阪市食品衛生監視指導計画の策定にあたって、同計画案の段階で市民や食

品等事業者等から意見を募集しました。 

策定した計画については、大阪市ホームページに掲載するとともに、保健所（食品衛生

監視課、各生活衛生監視事務所）、区役所（保健福祉センター）、市民情報プラザ等の窓口

で閲覧できるようにしています。 

※  大阪市ホームページ「令和６年度大阪市食品衛生監視指導計画（案）」に対する 

パブリック・コメント手続の実施結果について」参照 

（ https://www.city.osaka.lg.jp/templates/jorei_kohyo/kenko/0000562

712.html ） 

 

６ 危害発生防止のための啓発事業の実施 

食中毒予防啓発事業 

7 月を「食中毒予防月間」と定め、食中毒の発生を未然に防止するため、食品衛生に関

する知識の普及啓発を行いました。 

主な事業として、食品関係団体等と連携し商店街や卸売市場等においてリーフレット等

を配布し食中毒予防を呼びかける食中毒予防キャンペーン等の実施をはじめ、広報紙、ホ

ームページ、X（旧 Twitter）などを用いた食中毒予防に関する啓発記事の掲載、窓口等

におけるリーフレットやファイル等の配架及び配布、食中毒注意報発令中看板の設置、各

区役所内での館内放送、本市を含め大阪府域 10 行政機関で作成した食中毒予防啓発ポス

ターを食品関係団体や各学校園等に掲出を依頼しました。 

※ 表 22 令和５年度食中毒予防啓発事業 

https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/3017-0-0-0-0-0-0-0
https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/3017-0-0-0-0-0-0-0
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000603445.html
https://www.city.osaka.lg.jp/templates/jorei_kohyo/kenko/0000562712.html
https://www.city.osaka.lg.jp/templates/jorei_kohyo/kenko/0000562712.html
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食品衛生知識の普及啓発 

大阪市ホームページに家庭における食中毒予防に関する情報をはじめ、食中毒の発生状

況、その他食品衛生に関する情報等を掲載しました。大阪市食品安全情報発信Ｘ（旧

Twitter）アカウント『大阪市食品安全ニュース』では、59 回の投稿により情報を発信し

ました。また、食中毒予防啓発の市民向けポスター等を作成し、幼稚園、学校等に配布し

普及啓発を行いました。 

さらに、区政だより等の広報紙への掲載及び生活衛生監視事務所の生活衛生学習会や区

役所（保健福祉センター）の出前講座を実施し、市民の食品衛生に関する知識の普及啓発

に努めました。 

※ 大阪市ホームページ「くらし（食品・衛生）」参照 

（ https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/3017-0-0-0-0-0-0-0-0

-0.html ） 

  ※ 大阪市食品安全情報発信 X（旧 Twitter）アカウント『大阪市食品安全ニュース』 

   （ https://x.com/ocfs_news ） 

 

 食中毒注意報の発令 

7 月から 9 月までの食中毒が発生しやすい条件になる日に食中毒注意報を発令し、生活

衛生監視事務所や区役所（保健福祉センター）等で「食中毒注意報発令中」の啓発看板の

掲示を行いました。 

また、食中毒注意報発令の有無と食中毒予防啓発について、大阪市ホームページやテレ

ホンサービス、大阪市食品安全情報発信 X（旧 Twitter）アカウント『大阪市食品安全ニ

ュース』により周知し、食中毒予防の注意喚起に努めました。 

※ 大阪市ホームページ「食中毒注意報」参照 

（ https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000538852.html  ） 

※ 大阪市ホームページ「令和５年度食中毒注意報発令結果と大阪市内の食中毒発生状

況について」参照 

（ https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000546418.html ） 

 

７ 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する研修の実施 

食品衛生監視員、と畜検査員及び食鳥検査員への研修 

食品衛生監視員等の資質向上を目的として、最新の科学的知識、食品衛生関係業務に関

する幅広い知識及び技術を修得するため、「全国食品衛生監視員研修会」、「HACCP 指導

者養成研修」、「水産食品の輸出に関する研修」、「食肉衛生技術研修会」、「食鳥肉衛生技術

研修会」、「食品衛生危機管理研修」 等の研修に参加するとともに、「食品の収去検査・精

度管理に関する研修会」、「食品衛生業務研究発表会」等の内部研修を実施しました。 

※ 表 23 令和５年度研修実績 

 

  

https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/3017-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/3017-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://x.com/ocfs_news
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000538852.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000546418.html
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調査研究活動 

食品衛生上の観点から行政上必要と考えられる課題について、実態調査や新たな監視手

法等について調査研究を行いました。また、中央卸売市場（本場及び東部市場）食品衛生

検査所、食肉衛生検査所においても、検査技術の向上等に関する調査研究を行いました。 

なお、前年度（令和４年度）に実施した調査研究で得られた研究成果については、令和

５年度に開催された全国食品衛生監視員研修会等で発表しました。 



営
業
・
業
務
の
禁
止

営
業
・
業
務
の
停
止

社会福祉施設 １回～２回／年 １,４８３ ０ ０

学校・幼稚園 １回～２回／年 １６７ ０ ０

事業所等（大量調理施設） １回～２回／年 ６９ ０ ０

病院・診療所 １回～２回／年 １６６ ０ ０

仕出し折詰弁当調製施設 １回～２回／年 １,３６２ ０ ０

宿泊施設(大規模)・結婚式場（大規模） １回～２回／年 １９０ ０ １

その他の飲食店営業許可施設
(焼肉店、焼鳥店、寿司店、日本料理店を主な対象とする。)

１回／５年～１回／年 ２２,４０６ ０ １２

１回／年 ５７５ ０ ０

２回～３回／年 ７ ０ ０

１回／年 １８６ ０ ０

１回～２回／年 ２５５ ０ ０

１回～２回／年 ７８ ０ ０

１回～２回／年 ３３ ０ ０

１回～２回／年 ４６ ０ ０

１回～２回／年 ６５ ０ ０

１回～２回／年 ３１ ０ ０

１回～２回／年 ３１ ０ ０

１回／年 ４ ０ ０

１回～２回／年 ２９ ０ ０

１回～２回／年 １７ ０ ０

１回～２回／年 ３１ ０ ０

１回～２回／年 １１ ０ ０

麺類製造業(大規模な製造施設） １回～２回／年 ３３ ０ ０

１回～２回／年 １６６ ０ ０

１回～２回／年 １９ ０ ０

１回～２回／年 ７６ ０ ０

１回～２回／年 ５ ０ ０

１回／年 ５５ ０ ０

１回～２回／年 ２２ ０ ０

１回～２回／年 ６５ ０ ０

１回～２回／年 ６０ ０ ０

２７,７４３ ０ １３

※２　行政処分件数は、令和５年４月から令和６年３月末までの件数です。

　 (再掲)

随　　　時 ５,２１２

複数回／年 １６令和４年度に食品衛生法違反により行政処分した８施設

複合型そうざい製造業

冷凍食品製造業

複合型冷凍食品製造業

漬物製造業

密封包装食品製造業（製造品を卸売りする施設）

添加物製造業（小分け製造施設を除く。）

食鳥処理業

合　　　計

※１　食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年法律第46号）第２条の規定による改正前の食品衛生法第52条第１項の規定による許可を受けた施
設に関する監視指導件数等については、その営業内容から上記表の左欄に掲げる業種・業態の該当するものに計上しています。

イベント・臨時営業施設

そうざい製造業(大規模な製造施設）

アイスクリーム類製造業

乳製品製造業

清涼飲料水製造業

食肉製品製造業

水産製品製造業(大規模な製造施設）

氷雪製造業

液卵製造業

食用油脂製造業

みそ又はしょうゆ製造業

酒類製造業

豆腐製造業(製造品を卸売りする施設）

菓子製造業(大規模な製造施設）

表１　重点監視事項の指導対象業種等の監視指導件数及び営業・業務の禁・停止等の行政処分を行った件数

業種・業態※１

本市計画に基づく
監視指導回数

監視指導件数

施設に対する
行政処分件数※２

重点的に監視指導を行う施設

給
食
施
設

飲
食
店
営
業

食肉販売業

乳処理業

食肉処理業



１　ふき取り検査結果

大腸菌群 大腸菌 黄色ぶどう球菌 サルモネラ属菌 セレウス菌
腸管出血性

大腸菌Ｏ１５７
腸炎ビブリオ ATP検査※

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

17 9 17 9 9 0 9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 0 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

438 0 438 438 438 438 0

13 0 4 0 18 0 0

4 2 4 0 2 0 2

0 0 0 0 0 0 0

461 11 461 447 449 438 11

13 0 4 0 18 0 0

弁当製造施設 3

表２　大量調理施設等のふき取り検査結果

1,703

23

359

227

検査件数

上段：検査件数、下段：菌検出件数

※　ATP検査は検査件数のみ

集
団
給
食
施
設

社会福祉施設

学校・幼稚園

事業所等

病院・診療所

41

71

2,427

飲
食
店
営
業

仕出し折詰弁当調製施設

宿泊施設・結婚式場

合　　計

そ
う
ざ
い

製
造
業



腸炎ビブリオ最確数 細菌数 E.coli最確数

（基準：100/g以下） (基準：50,000/g以下) (基準：230/100g以下)

11 5 0 0 0 検査未実施

12 13 0 0 0 0

1 14 0 0 0 0

2 5 0 0 0 検査未実施

合計 37 0 0 0 0

※　ノロウイルスの検査については、12月に収去した13検体中３検体及び１月に収去した14検体中３検体に対して実施しました。

表３　生食用かきの検査結果

実施月 検体数

生食用かきの成分規格違反件数

ノロウイルス検出数（参考検査）※



保
存
料

甘
味
料

漂
白
剤

殺
菌
料

発
色
剤

酸
化
防
止
剤

着
色
料

防
ば
い
剤

12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 48 0

240 307 152 32 22 33 12 0 0 0 202 587 0

30 45 7 0 0 25 0 0 0 0 30 77 0

4 0 11 0 0 0 3 0 0 0 4 11 0

120 231 128 17 0 0 3 65 61 0 122 621 0

242 280 365 0 0 0 89 349 0 1 243 1,614 1

15 36 30 0 0 0 6 22 0 0 15 93 1

7 6 2 0 0 0 5 0 0 0 7 13 0

64 56 92 0 0 0 35 98 0 0 57 292 0

109 193 118 0 0 0 38 8 0 0 102 349 0

843 1,178 905 49 22 58 191 542 61 1 798 3,729 2

甘
味
料

酸
化
防
止
剤

着
色
料

5 5 0 0 0

3 2 1 0 0

20 20 3 65 0

100 85 71 349 1

9 9 6 22 0

51 32 27 98 0

29 14 22 8 0

217 167 130 542 1

収去・試買月

６月

10月

１月 菓子類 スナック菓子 食品衛生法 指定外添加物（TBHQ）が検出 輸入者を所管する自治体に通知

菓子類 キャンディー 食品表示法 表示にない赤色40号が検出 輸入者を所管する自治体に通知

清涼飲料水 清涼飲料水 食品表示法 添加物表示不適 輸入者を所管する自治体に情報提供

その他の食品

合計

３　違反検体の内訳

食品分類 名称 関係法令 違反内容 措置

缶詰・瓶詰食品

その他の食品

合計

２　各種食品に対する指定外添加物の検査結果（再掲）

食品の分類
検
体
数

検査項目別検査件数
違
反
検
体
数

魚介類加工品

穀類及びその加工品

野菜類・果物及びその加工品

菓子類

清涼飲料水

缶詰・瓶詰食品

違
反
検
体
数

乳製品

冷凍食品

魚介類・魚介類加工品

肉卵類及びその加工品

穀類及びその加工品

野菜類・果物及びその加工品

菓子類

清涼飲料水

酒精飲料

表４　各種食品に対する食品添加物検査結果

１　各種食品に対する食品添加物の検査結果

食品の分類

食品衛生法 食品表示法

検
体
数

検査項目別検査件数
違
反
検
体
数

検
体
数

検
査
件
数



　食品中のアレルゲン検査結果

検体数 不適検体数 検体数 不適検体数 検体数 不適検体数 検体数 不適検体数 検体数 不適検体数 検体数 不適検体数

野菜類・果物及びその加工品 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0

穀類及びその加工品 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0

缶詰・瓶詰食品 3 0 8 0 10 0 3 0 6 0 30 0

菓子類 7 0 15 0 9 0 9 0 4 0 44 0

魚介類及びその加工品 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5 0

清涼飲料水 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

その他の食品 7 0 5 0 0 0 8 0 0 0 20 0

小計 20 0 32 0 20 0 20 0 14 0 106 0

表５　アレルゲン表示の検査結果

乳 卵 小麦 落花生 えび、かに 合計検査項目

食品分類



監視指導件数

７

１８６

２５５

７８

３３

４６

６５

３１

３１

４

２９

１７

３１

１１

納豆製造業 １

麺類製造業(大規模な製造施設） ３３

１６６

１９

７６

５

５５

２２

６５

１,２６６

アイスクリーム類製造業

表６　広域流通食品製造施設等の業種別監視件数

業種・業態
※

乳処理業

食肉処理業

菓子製造業(大規模な製造施設）

複合型そうざい製造業

乳製品製造業

清涼飲料水製造業

食肉製品製造業

水産製品製造業(大規模な製造施設）

氷雪製造業

液卵製造業

食用油脂製造業

みそ又はしょうゆ製造業

酒類製造業

豆腐製造業(製造品を卸売りする施設）

そうざい製造業(大規模な製造施設）

※食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年法律第46号）第２条の規定による改正前の食
品衛生法第52条第１項の規定による許可を受けた施設に関する監視指導件数等については、そ
の営業内容から上記表の左欄に掲げる業種・業態の該当するものに計上しています。

冷凍食品製造業

複合型冷凍食品製造業

漬物製造業

密封包装食品製造業（製造品を卸売りする施設）

添加物製造業（小分け製造施設を除く。）

合計



検査検
体数

検査件
数

不良検
体数

検査検
体数

検査件
数

不良検
体数

検査検
体数

検査件
数

不良検
体数

検査検
体数

検査件
数

不良検
体数

検査検
体数

検査件
数

不良検
体数

検査検
体数

検査件
数

不良検
体数

検査検
体数

検査件
数

不良検
体数

検査検
体数

検査件
数

不良検
体数

検査検
体数

検査件
数

不良検
体数

検査検
体数

検査件
数

不良検
体数

検査検
体数

検査件
数

不良検
体数

乳・乳製品・乳類
加工品

36 168 0 12 24 0 12 120 0 12 24 0 0 0 0 0 0 0 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

冷凍食品 36 2,212 0 4 48 0 14 56 0 18 2,108 0 14 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0

魚介類・魚介類加
工品

51 237 0 5 18 0 17 131 0 29 88 0 0 0 0 12 12 0 26 43 0 10 30 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

肉卵類及びその
加工品

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

アイスクリーム類･
氷菓

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

穀類及びその加
工品

23 1,318 0 6 19 0 2 4 0 15 1,295 0 5 1,250 0 1 1 0 3 11 0 0 0 0 11 33 0 0 0 0 0 0 0

野菜類・果物及び
その加工品

95 6,515 0 37 346 0 4 28 0 54 6,141 0 29 5,938 0 3 12 0 38 186 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0

菓子類 241 1,880 5 117 1,158 4 0 0 0 124 722 1 0 0 0 0 0 0 103 670 1 0 0 0 24 52 0 0 0 0 0 0 0

清涼飲料水 18 140 1 9 70 1 0 0 0 9 70 0 0 0 0 0 0 0 9 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

酒精飲料 10 10 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

缶詰・瓶詰食品 111 556 0 55 293 0 0 0 0 56 263 0 0 0 0 0 0 0 53 252 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0

その他の食品 67 225 5 30 106 5 5 10 0 32 109 0 0 0 0 0 0 0 29 94 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0 0 0

容器包装・おも
ちゃ

29 64 0 0 0 0 0 0 0 29 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 64 0 0 0 0 0 0 0

添加物及びその
製剤

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合成洗剤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 717 13,325 11 280 2,087 10 54 349 0 383 10,889 1 48 9,288 0 16 25 0 278 1,355 1 10 30 0 92 191 0 0 0 0 0 0 0

※1　表示検査：食品添加物、アレルゲン、組換え遺伝子 ※2　その他：組換え遺伝子、規格検査、放射性物質等

表７　輸入食品の検査結果

合計
食品表示法に基づく

表示検査
※1

食品衛生法に基づく検査

細菌検査 理化学検査
内　訳

貝毒検査 寄生虫検査
農　　薬 環境汚染物質・重金属 食品添加物 動物用医薬品 その他

※2



不良検体の内訳

収去・試買月

６月

８月

８月

８月

８月

８月

８月

９月

10月

11月

１月

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 スナック菓子 賞味期限表示不適 輸入者を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 スナック菓子 指定外添加物（TBHQ）が検出 輸入者を所管する自治体に通知

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 キャンディー 邦文表示なし 販売元を所管する自治体に通知

大阪健康安全基盤研究所 清涼飲料水 清涼飲料水 添加物表示不適 輸入者を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席めん類 賞味期限表示不適 輸入者及び販売元を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席めん類 賞味期限表示不適 輸入者及び販売元を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 菓子 賞味期限表示不適 輸入者及び販売元を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席めん類 賞味期限表示不適 輸入者及び販売元を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席めん類 邦文表示なし 輸入者及び販売元を所管する自治体に通知

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席めん類 邦文表示なし 輸入者及び販売元を所管する自治体に通知

検査機関 食品分類 名称 違反内容 措　　置

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 キャンディー 表示にない赤色40号が検出 輸入者を所管する自治体に通知



No. 名　　　称 食　品　分　類 違　反　内　容 措　　置

1 米紅麹配合食品 加工食品
食品衛生法第６条第２号違反
（有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いが
あるものであるため。）

回収命令

No. 名　　　称 通　報　機　関 原　産　国 食　品　分　類 違　反　内　容 措　　置

1 生鮮にんじん 厚生労働省 中国 生鮮食品 基準値を超えるメピコートクロリド（農薬）が検出 廃棄等命令

2 えだまめ（無加熱摂取冷凍食品） 厚生労働省 中国 無加熱摂取冷凍食品 成分規格不適合（大腸菌群陽性） 回収命令・廃棄等命令

3 活ひらめ（生食用） 厚生労働省 韓国 生鮮食品 成分規格不適合（ベンジルペニシリンが検出） 回収命令

表８　本市が回収、廃棄等の行政処分を行った食品一覧

１　国産食品

通　報　機　関

２　輸入食品等

－



飲食店営業 魚介類販売業 水産製品製造業 その他 小計

914 445 18 5 1,382

965 9,017 126 423 10,531

有毒部位の専用の保管容器の不備 14 8 2 0 24

有毒部位の不完全な除去 0 0 0 0 0

ふぐ処理に係る許可証の掲示のないもの 59 13 0 0 72

有毒部位の不適切な保管・処分 0 0 0 0 0

販売を目的とした肝臓の保有 0 0 0 0 0

ふぐ処理に係る無許可営業 0 1 0 0 1

ふぐ処理登録者の不在 0 0 0 0 0

未処理ふぐの消費者への販売 0 0 0 0 0

パック詰みがきふぐ等の表示不備 0 3 0 0 3

その他

  廃業届の未提出 14 4 0 0 18

　廃業届を除く各種申請・届出等の未提出 1 8 1 0 10

　食品衛生法上の営業許可の期限切れ 0 0 0 0 0

表９　ふぐ取扱施設の一斉取締り結果

ふぐ取扱施設

施設数

監視指導回数

違
反
件
数



１　路上販売弁当の監視指導結果

68 93 41 15

不適項目 無表示 表示一部不適 取扱い等 無届

施設数
（重複計上）

9 13 3 36

改善確認

施設数※２

（重複計上）
4 3 1 13

３　路上販売弁当の検査結果

一般細菌数 大腸菌 セレウス菌 ウエルシュ菌 腸管出血性大腸菌 黄色ブドウ球菌 サルモネラ属菌

5
（19）

99 5 0 1 0 0 1 0

※１　改善が確認できていない26施設は継続指導中。

表１0　路上販売弁当の監視指導及び検査結果

販売施設数 監視指導件数 不適施設数
改善確認

施設数※１

※４　検査検体に応じて、７項目（一般細菌数、大腸菌、セレウス菌、ウエルシュ菌、腸管出血性大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌）の検査を実施しました。

２　路上販売弁当の改善指導項目

収去検体数※３

（検査検体数）
検査件数※４

※３　販売施設で収去した弁当５検体を加熱済み食品と未加熱食品に分けて、計19検体に対して検査を行いました。

※５　各検査項目において検出された検体数（ただし、一般生菌数は300(/g)以上、セレウス菌、ウエルシュ菌及び黄色ブドウ球菌は100(/g)以上を検出した検体数とする。）

検査項目及び検出検体数※５

※２　改善が確認できていない40 施設（重複計上）は継続指導中。



検査
検体数

検査
件数

不良
検体数

検査
検体数

検査
件数

不良
検体数

検査
検体数

検査
件数

不良
検体数

検査
検体数

検査
件数

不良
検体数

検査
検体数

検査
件数

不良
検体数

検査
検体数

検査
件数

不良
検体数

検査
検体数

検査
件数

不良
検体数

検査
検体数

検査
件数

不良
検体数

検査
検体数

検査
件数

不良
検体数

検査
検体数

検査
件数

不良
検体数

検査
検体数

検査
件数

不良
検体数

乳・乳製品・
乳類加工品

60 339 0 12 24 0 21 141 0 27 174 0 2 100 0 7 7 0 12 24 0 2 0 0 15 23 0 0 0 0 0 0 0

冷凍食品 52 2,276 0 4 48 0 30 120 0 18 2,108 0 14 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0

魚介類・
魚介類加工品

886 4,054 0 202 592 0 254 1,539 0 360 1,848 0 15 750 0 92 92 0 240 558 0 25 360 0 88 88 0 5 10 0 65 65 0

肉卵類及び
その加工品

318 2,138 0 30 77 0 58 497 0 230 1,564 0 5 250 0 5 10 0 30 77 0 199 1,195 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0

アイスクリーム
類･氷菓

18 54 0 0 0 0 18 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

穀類及び
その加工品

69 2,158 0 7 23 0 29 318 0 33 1,817 0 7 1,750 0 3 5 0 4 14 0 0 0 0 26 48 0 0 0 0 0 0 0

野菜類・果物及
びその加工品

624 27,134 0 122 624 0 177 1,949 0 325 24,561 0 183 24,021 0 7 16 0 120 505 0 0 0 0 58 60 0 0 0 0 0 0 0

菓子類 580 3,175 5 256 1,658 4 61 382 0 263 1,135 1 0 0 0 0 0 0 242 1,083 1 0 0 0 24 52 0 0 0 0 0 0 0

清涼飲料水 41 199 1 15 94 1 0 0 0 26 105 0 0 0 0 0 0 0 15 94 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0

酒精飲料 23 35 0 7 13 0 0 0 0 16 22 0 0 0 0 0 0 0 7 13 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0

缶詰・瓶詰食品 145 631 0 66 322 0 0 0 0 79 309 0 0 0 0 0 0 0 64 281 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0

その他の食品 381 2,063 5 110 369 5 132 1,292 0 139 402 0 0 0 0 2 3 0 109 357 0 0 0 0 33 42 0 0 0 0 0 0 0

容器包装・おも
ちゃ

53 136 0 0 0 0 0 0 0 53 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 136 0 0 0 0 0 0 0

添加物及び
その製剤

2 15 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0

合成洗剤 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0

合計 3,253 44,414 11 831 3,844 10 780 6,292 0 1,572 34,203 1 226 28,971 0 116 133 0 843 3,006 1 226 1,555 0 384 559 0 5 10 0 65 65 0

※1　表示検査：食品添加物、アレルゲン、組換え遺伝子 ※2　その他：組換え遺伝子、規格検査、放射性物質等

表１１　食品等の検査結果（検査項目別）

合計
食品表示法に基づく

表示検査※1

食品衛生法に基づく検査

細菌検査 理化学検査
内　訳

貝毒検査 寄生虫検査
農　　薬 環境汚染物質・重金属 食品添加物 動物用医薬品 その他※2



不良検体の内訳

収去・試買月

６月

８月

８月

８月

８月

８月

８月

９月

10月

11月

１月

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 スナック菓子 賞味期限表示不適 輸入者を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 スナック菓子 指定外添加物（TBHQ）が検出 輸入者を所管する自治体に通知

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 キャンディー 邦文表示なし 販売元を所管する自治体に通知

大阪健康安全基盤研究所 清涼飲料水 清涼飲料水 添加物表示不適 輸入者を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席めん類 賞味期限表示不適 輸入者及び販売元を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席めん類 賞味期限表示不適 輸入者及び販売元を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 菓子 賞味期限表示不適 輸入者及び販売元を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席めん類 賞味期限表示不適 輸入者及び販売元を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席めん類 邦文表示なし 輸入者及び販売元を所管する自治体に通知

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席めん類 邦文表示なし 輸入者及び販売元を所管する自治体に通知

検査機関 食品分類 名称 違反内容 措　　置

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 キャンディー 表示にない赤色40号が検出 輸入者を所管する自治体に通知



検査検体数
不良
検体数 検査件数 検査検体数

不良
検体数 検査件数 検査検体数

不良
検体数 検査件数 検査検体数

不良
検体数 検査件数

59 0 338 1 0 1 0 0 0 0 0 0

冷凍食品 52 0 2,276 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 0 1,447 52 0 284 725 0 2,323 0 0 0

97 0 818 22 0 149 5 0 20 194 0 1,151

アイスクリーム類･氷菓 18 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

穀類及びその加工品 28 0 1,830 39 0 314 2 0 14 0 0 0

119 0 10,694 90 0 405 415 0 16,035 0 0 0

菓子類 298 5 2,147 30 0 148 252 0 880 0 0 0

清涼飲料水 23 1 145 18 0 54 0 0 0 0 0 0

酒精飲料 10 0 10 13 0 25 0 0 0 0 0 0

缶詰・瓶詰食品 128 0 578 17 0 53 0 0 0 0 0 0

112 5 316 192 0 1,446 77 0 301 0 0 0

53 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,109 11 20,811 474 0 2,879 1,476 0 19,573 194 0 1,151

検査検体数

検査件数

※　食品衛生法並びに食品表示法に基づき行った検査の合計

乳・乳製品・乳類加工品

表１２　食品等の検査結果（検査機関別）

大阪健康安全基盤研究所 保健所 市場食品衛生検査所 食肉衛生検査所

施設等の衛生指導に係る検査

魚介類・魚介類加工品

肉卵類及びその加工品

野菜類及びその加工品

その他の食品

容器包装・おもちゃ

添加物及びその製剤

合成洗剤

小　計

合　計
※ 3,253

44,414

ふき取り検査 3,210 2,254 462 494

合計 保健所 市場食品衛生検査所 食肉衛生検査所

ATP検査 2,334 2,334 0 0



検査検体数
不良
検体数 検査件数 検査検体数

不良
検体数 検査件数 検査検体数

不良
検体数 検査件数 検査検体数

不良
検体数 検査件数

12 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0

冷凍食品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 3 0 0 0 62 0 62 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 31 0 31

アイスクリーム類･氷菓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

穀類及びその加工品 1 0 1 14 0 14 0 0 0 0 0 0

3 0 3 15 0 15 37 0 37 0 0 0

菓子類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清涼飲料水 3 0 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0

酒精飲料 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0

缶詰・瓶詰食品 2 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0

1 0 1 25 0 25 0 0 0 0 0 0

26 0 26 75 0 75 99 0 99 31 0 31

検査検体数

検査件数

乳・乳製品・乳類加工品

表１３　食品中の放射性物質（放射性セシウム134Cs+137Cs）検査結果（検査機関別）(再掲）

大阪健康安全基盤研究所 保健所 市場食品衛生検査所 食肉衛生検査所

231

231

魚介類・魚介加工品

肉卵類及びその加工品

野菜類・果物及びその加工品

その他の食品

小　計

合　計



検査
検体
数

検査
件数

不良
検体
数

検査
検体
数

検査
件数

不良
検体
数

検査
検体
数

検査
件数

不良
検体
数

検査
検体
数

検査
件数

不良
検体
数

検査
検体
数

検査
件数

不良
検体
数

検査
検体
数

検査
件数

不良
検体
数

検査
検体
数

検査
件数

不良
検体
数

検査
検体
数

検査
件数

不良
検体
数

検査
検体
数

検査
件数

不良
検体
数

検査
検体
数

検査
件数

不良
検体
数

検査
検体
数

検査
件数

不良
検体
数

乳・乳製品・
乳類加工品

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

冷凍食品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

魚介類・
魚介類加工品

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

肉卵類及び
その加工品

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

アイスクリーム類･
氷菓

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

穀類及び
その加工品

2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0

野菜類・果物及び
その加工品

10 47 0 5 32 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0

菓子類 69 622 5 34 389 4 0 0 0 35 233 1 0 0 0 0 0 0 31 221 1 0 0 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0

清涼飲料水 2 17 1 1 12 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

酒精飲料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

缶詰・瓶詰食品 22 134 0 11 81 0 0 0 0 11 53 0 0 0 0 0 0 0 9 50 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

その他の食品 22 67 5 10 43 5 0 0 0 12 24 0 0 0 0 0 0 0 9 17 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0

容器包装・おもちゃ 13 18 0 0 0 0 0 0 0 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 0 0 0 0 0 0 0

添加物及び
その製剤

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合成洗剤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 140 911 11 61 557 10 0 0 0 79 354 1 0 0 0 0 0 0 53 303 1 0 0 0 31 51 0 0 0 0 0 0 0

※1　表示検査：食品添加物、アレルゲン、組換え遺伝子 ※2　その他：組換え遺伝子、規格検査、放射性物質等

表１４　食品等の試買検査結果（検査項目別）（再掲）

合計
食品表示法に基づく

表示検査
※1

食品衛生法に基づく検査

細菌検査 理化学検査
内　訳

貝毒検査 寄生虫検査
農　　薬 環境汚染物質・重金属 食品添加物 動物用医薬品 その他

※2



不良検体の内訳

試買月

６月

８月

８月

８月

８月

８月

８月

９月

１０月

１１月

１月

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 スナック菓子 賞味期限表示不適 輸入者を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 スナック菓子 指定添加物（TBHQ）が検出 輸入者を所管する自治体に通知

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 菓子 邦文表示なし 販売元を所管する自治体に通知

大阪健康安全基盤研究所 清涼飲料水 清涼飲料水 添加物表示不適 輸入者を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席袋めん 賞味期限表示不適 輸入者及び販売元を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席袋めん 賞味期限表示不適 輸入者及び販売元を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 菓子 賞味期限表示不適 輸入者及び販売元を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席袋めん 賞味期限表示不適 輸入者及び販売元を所管する自治体に情報提供

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席袋めん 邦文表示なし 輸入者及び販売元を所管する自治体に通知

大阪健康安全基盤研究所 その他の食品 即席袋めん 邦文表示なし 輸入者及び販売元を所管する自治体に通知

検査機関 食品分類 名称 違反内容 措　　置

大阪健康安全基盤研究所 菓子類 キャンディー 表示に記載のない赤色40号が検出 輸入者を所管する自治体に通知



肉用種 乳用種 小計

と畜検査頭数 54,789 19,982 236 20,218 34,571

全部廃棄頭数 126 24 11 35 91

一部廃棄頭数 48,248 15,837 215 16,052 32,196

・

・

・

表１５　と畜検査結果

　牛海綿状脳症スクリーニング検査については牛海綿状脳症対策特別措置法の施行以
降、全頭の牛に実施してきましたが、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部が改
正され、平成25年７月１日より検査の対象が48か月齢超の牛に変更されたことを受け、
本市食肉衛生検査所においても平成25年７月１日以降は48か月齢超の牛に対し検査を実
施していました。さらに平成29年４月１日より健康牛に対する検査が廃止されたため、
本市食肉衛生検査所においても平成29年４月１日以降は、24か月齢以上の牛のうち生体
検査において神経症状等を示すものに対して検査を実施しています。
　令和５年度は、牛海綿状脳症スクリーニング検査の実施はありませんでした。

　一部廃棄頭数とは、と畜検査の結果、内臓の疾病等により臓器の一部のみを廃棄した
頭数です。

　全部廃棄頭数とは、と畜場法に定められた疾病に罹患している等の理由により食用に
適さないものとして枝肉・内臓全てを廃棄した頭数を表します。

豚総頭数
牛



検査羽数 解体禁止羽数 全部廃棄羽数 一部廃棄羽数

518,623 5,881 0 34,163

ブロイラー 成鶏

ブロイラー 成鶏 ブロイラー 成鶏

全部廃棄羽数 548 0 0 0 548 0

一部廃棄羽数 911 0 0 0 911 0

施設数 59 1

2

ブロイラー：肉用若鶏
成鶏：主に採卵期間を終えた雌鶏

表１６　大規模食鳥処理場における食鳥検査結果及び認定小規模食鳥処理場における確認状況報告

２　確認状況報告（認定小規模処理場：市内62施設）

１　食鳥検査結果（大規模食鳥処理場：市内１施設）

確認羽数 749,595 980 2,088 2,328

62

751,683 3,308

ブロイラー

ブロイラー＋成鶏 合計



発生月日 患者数 原因食品 病因物質 原因施設等

1 3月10日 5
令和５年３月９日に提供された

加熱不十分な鶏肉料理（鶏肉の湯引き）
カンピロバクター 飲食店　大衆酒場

2 5月15日 1 ツブ貝 テトラミン 自宅

3 5月18日 21 不明（令和５年５月17日に調製された弁当） ノロウイルス 飲食店　レストラン

4 5月30日 5
不明（令和５年５月26日に提供された

オーダーバイキング料理）
腸管出血性大腸菌 飲食店　大衆酒場

5 6月5日 4 不明 カンピロバクター 不明

6 6月25日 5
不明（令和５年６月23日に提供された

鶏の造りを含む一品料理）
カンピロバクター 飲食店　焼鳥屋

7 7月20日 3
不明（令和５年７月18日に提供された
鶏の生レバー等を含む一品料理）

カンピロバクター 飲食店　焼鳥屋

8 7月20日 11
不明（令和５年７月19日に提供された
鶏の生つくねを含むコース料理）

カンピロバクター 飲食店　その他料理

9 8月14日 3
不明（令和５年８月11日に提供された
鶏刺しを含むコース料理及び一品料理）

カンピロバクター 飲食店　一般食堂

10 10月9日 6
不明（令和５年10月８日に提供された

鶏のたたきの盛り合わせを含むコース料理）
カンピロバクター 飲食店　その他料理

11 11月23日 2 マフグ テトロドトキシン 自宅

12 12月11日 4
不明（令和５年12月９日に提供された

鶏肉お造り盛り合わせ、地鶏ももたたき等
を含む一品料理）

カンピロバクター及び
サルモネラ属菌

飲食店　大衆酒場

70

表１７　令和５年食中毒発生状況

患者数合計

令和４年食中毒発生件数　９件　患者数　96名



実施回数 参加人数

集団給食施設 0 0

ふぐ取扱施設 0 0

その他 4 700

0 0

0 0

4 700

２　保健所

実施回数 参加人数

集団給食施設 49 1,172

ふぐ取扱施設 19 240

その他 52 552

26 1,511

2 81

148 3,556

146 2,302

346

294 5,858

３　中央卸売市場(中央・東部)食品衛生検査所

実施回数 参加人数

10 180

5 156

15 336

４　食肉衛生検査所

実施回数 参加人数

0 0

５　保健福祉センター

実施回数 参加人数

282 2,994

40 1,390

322 4,384

実施回数 参加人数

635 11,278

市場関係者

消費者等

合計

対象者

食肉処理場関係者

対象者

消費者等

合　計

その他

合　計

許可証交付時講習会

合　計

対象者

小  計

表１８　食品衛生講習会の実施状況

１　生活衛生課

対象者

食
品
等
事
業
者

消費者

その他

合　計

対象者

食
品
等
事
業
者

消費者

その他

　（再掲）オンライン受講



食品衛生法に基づく食品等の自主回収の届出

NO. 届出月 食品等の名称 回収理由

1 4 干し芋 カビの発生のおそれ

2 4 調理パン 保存方法の逸脱による腐敗変敗のおそれ

3 4 果汁入り清涼飲料 カビの発生のおそれ

4 4 紅茶 食品添加物の使用基準違反

5 6 清涼飲料 殺菌不良による腐敗変敗のおそれ

6 7 えだまめ 冷凍食品の成分規格に不適合

7 7 水羊かん 圧着不良

8 8 調理パン 保存方法の逸脱による腐敗変敗のおそれ

9 8 焼鳥 保存方法の逸脱による腐敗変敗のおそれ

10 9 煮物類 自社基準を超える一般生菌数の検出

11 10 むき甘栗 異臭の発生

12 11 飲料水 キャップの不具合による密封性が保たれないおそれ

13 11 にゅうめん 酵母の混入

14 11 スモークサーモン 保存温度の逸脱による腐敗変敗のおそれ

15 12 パスタソース、ピザソース カビの発生のおそれ

16 12 焼き菓子 異物（虫）の混入疑い

17 1 ビスケット 異物（金属片）の混入疑い

18 3 キャラメル カビの発生のおそれ

19 3 肉まん 異物（合成樹脂片）の混入疑い

20 3 米紅麹配合食品 食品衛生法違反

21 3 米紅麹配合食品 食品衛生法違反

22 3 米紅麹配合食品 食品衛生法違反

23 3 焼き菓子 腐敗のおそれ

24 3 健康食品
紅麹原料の製造元より、「一部の紅麴原料に同社の意図しない成

分が含まれている可能性が判明した」との発表があったため

25 3 米みそ
紅麹原料の製造元より、「一部の紅麴原料に同社の意図しない成

分が含まれている可能性が判明した」との発表があったため

26 3 その他の食料品
紅麹原料の製造元より、「一部の紅麴原料に同社の意図しない成

分が含まれている可能性が判明した」との発表があったため

表１９　食品等の自主回収報告制度に基づく届出一覧



食品表示法に基づく食品等の自主回収の届出

NO. 届出月 食品等の名称 回収理由

1 4 キャンディー
表示（名称、原材料と添加物の区切り、賞味期限、

保存方法、製造者情報等）の欠落

2 4 麻婆豆腐 保存方法の誤表示

3 4 わらび餅 アレルゲン（大豆）の表示欠落

4 4 飲料水 賞味期限の欠落

5 4 焼き菓子 アレルゲン（小麦）表示の欠落

6 4 おにぎり アレルゲン（鶏肉）表示の欠落

7 5 シュークリーム 期限を本来より長く表示

8 5 水産物つくだに 賞味期限の欠落

9 5 焼き菓子 賞味期限の欠落

10 6 菓子パン 期限を本来より長く表示

11 6 調理冷凍食品 冷凍食品に必要な表示の欠落

12 6 揚げ物類 アレルゲン（えび）の表示欠落

13 6 うなぎ蒲焼、弁当 期限を本来より長く表示

14 7 アイスクリーム類 一括表示の欠落

15 7 塩蔵魚介類（塩たらこ、辛子明太子） 期限を本来より長く表示

16 8 リゾット
アレルゲン（小麦、乳、卵、えび）の表示欠落及び

期限を本来より長く表示

17 8 野菜サラダ
アレルゲン（えび、卵）の表示欠落及び

期限を本来より長く表示

18 8 パン アレルゲン（くるみ）の表示欠落

19 8 クッキー 一括表示の欠落

20 9 揚げ物類 アレルゲン（ごま）の表示欠落

21 9 調理食品 期限を本来より長く表示

22 9 クリーム（乳製品） 期限を本来より長く表示

23 9 フライドポテト アレルゲン（大豆、ごま）の表示欠落

24 9 揚げ物類 アレルゲン（えび）の表示欠落

25 9 寿司 アレルゲン（卵）の表示欠落

26 9 調理パン アレルゲン（えび）の表示欠落

27 10 弁当 アレルゲン（卵、乳）の表示欠落



食品表示法に基づく食品等の自主回収の届出

NO. 届出月 食品等の名称 回収理由

28 10 鶏卵 期限を本来より長く表示

29 10 水産加工食品 期限を本来より長く表示

30 10 ゼリー類 期限を本来より長く表示

31 11 野菜サラダ アレルゲン（卵、落花生、りんご）の表示欠落

32 11 焼のり 期限を本来より短く表示

33 11 おにぎり アレルゲン（小麦、ごま、大豆、豚肉）の表示欠落

34 11 パイ 期限を本来より長く表示

35 11 弁当 アレルゲン（えび）の表示欠落

36 11 米飯類 アレルゲン（えび、かに）の表示欠落

37 12 スナック菓子 邦文表示の欠落

38 12 スナック菓子 邦文表示の欠落

39 12 菓子類 期限を本来より長く表示

40 12 弁当 アレルゲン（えび）の表示欠落

41 1 弁当 アレルゲン（卵、乳、りんご）の表示欠落

42 1 豚汁 アレルゲン（乳）の表示欠落

43 1 マシュマロ 表示に記載のない着色料（赤色40 号）の検出

44 1 いくら醤油漬け 期限を本来より長く表示

45 1 ガトーショコラ 期限を本来より長く表示

46 2 いか塩辛 期限を本来より長く表示

47 2 寿司 アレルゲン（乳、かに）の表示欠落

48 2 揚げ物類
アレルゲン（卵、乳、鶏肉）の表示欠落及び

期限を本来より長く表示

49 3 寿司 アレルゲン（えび）の表示欠落

50 3 焼き菓子 期限を本来より長く表示

食品衛生法及び食品表示法に基づく食品等の自主回収の届出

NO. 届出月 食品等の名称 回収理由

1 4 焼き菓子
カビの発生のおそれ

期限を本来より長く表示



１　本市優良施設表彰 ２　大阪府保健衛生関係優良施設知事表彰

施設数 施設数

115 飲食店営業 56

5 菓子製造業 16

1 0

1 1

30 2

1 そうざい製造業 2

1 食品の小分け業 1

3 冷凍食品製造業 1

1 集団給食施設 26

2 105

1

46

207

３　公益社団法人日本食品衛生協会会長表彰 ４　厚生労働大臣表彰

施設数 施設数

2 1

1 1

1 2

1

5

合　計

合　計

糖類製造・加工業

菓子製造業

そうざい製造業

業　　種

合　計

百貨店、総合スーパー

表２０　優良施設等の表彰状況

業　　種

飲食店営業

魚介類販売業

食肉販売業

業　　種

飲食店営業

食肉販売業

魚介類販売業

食肉処理業

菓子製造業

アイスクリーム類製造業

水産製品製造業

そうざい製造業

複合型そうざい製造業

冷凍食品製造業

食肉処理業

食品の小分け業

集団給食施設

業　　種

そうざい製造業

合　計



 

表２１ 意見交換会実施結果 

 

 実施内容 実施回数 対象者・参加人数 

１ 
大阪市食品衛生監視指導計画

について 
４２  

市民   ２１５  

食品等事業者   ４６８  

２ 
食の安全に関する取り組みに

ついて 
８ 市民    ５２  

３ カンピロバクターについて １７１ 
市民 ３，２９４  

（うち、学生 １，９４７） 

合計 ２２１ 
市民 ３，５６１  

食品等事業者   ４６８  

・ 上記「実施内容」を複数含んだ意見交換会は各項目に重複計上しています。 



 

表２２ 令和５年度食中毒予防啓発事業 

 

事   業 概    要 

消費者に対する 

衛生講習会 

・家庭内等における食中毒の予防を目的に、手洗い方法や食品の衛生

的な取扱い、食中毒予防方法等についての講習会等を開催しました。 

食品等事業者に対する

衛生講習会 

・食中毒予防及び自主衛生管理の徹底等を図るため、パワーポイント等

を用いた対面式での講習会及び YouTube を介したオンライン動画による

講習会を実施しました。 

地域のボランティアによ

る配食サービスにおけ

る衛生確保 

・地域の社会福祉協議会と連携し、食中毒の予防を目的に、食品の衛生

的な取扱いや食中毒予防方法等についての衛生講習会を開催しまし

た。 

食中毒予防街頭 

キャンペーン 

・食品関係団体と連携し、駅前・商店街等で、通行中、買い物中の消費者

に食中毒予防啓発リーフレットやファイル等を配布しながら、街頭宣伝を

行いました。 

広報活動 

・区民だより等の広報紙や本市ホームページに食中毒予防に関する記

事を掲載しました。 

・食中毒予防啓発ポスターを市内広報板及び市関係施設に掲出するとと

もに、百貨店・スーパー・医療機関等に配布し、掲出を依頼しました。 

・南港市場及び卸売市場での場内放送、区役所での館内放送、区役所

内液晶モニター、区 SNS（X（旧 Twitter）や Facebook など）により食中毒

の予防啓発を実施しました。 

・食中毒注意報の発令を行い、テレホンサービス、本市ホームページ、 

X（旧 Twitter）、掲示等で食中毒の予防啓発を実施しました。 

 



表２３ 令和５年度研修実績 

 ≪外部研修≫ 

研 修 名 対象者 期間及び日数 

食品安全行政講習会 食品衛生監視員 ６月 28日～６月 29日 ２日間 

食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者等研修会 食品衛生監視員 ６月 30日 １日間 

食品表示担当者研修 食品衛生監視員 ７月７日 １日間 

第 64回近畿食品衛生監視員研修会 食品衛生監視員 ８月 24日～８月 25日 ２日間 

令和５年度全国食品衛生監視員研修会 食品衛生監視員 10月 19日～10月 20日 ２日間 

国立保健医療科学院（食品衛生危機管理研修） 食品衛生監視員 
９月 27日～９月 29日 ３日間（オンラインによる研修） 

10月２日～10月 20日 14日間 

国立保健医療科学院（食品衛生監視指導研修） 食品衛生監視員 11月 27日～12月８日 10日間 

HACCP指導者養成研修 食品衛生監視員 
９月～e-ラーニングによる研修、 

12月４日 １日間（オンラインによる研修） 

HACCP導入に関する研修 食品衛生監視員 
８月～e ラーニングによる研修、 

12月 11日 １日間（オンラインによる研修） 

全国食肉衛生検査所協議会微生物部会研修会 と畜検査員 ９月 13日 １日間 

全国食肉衛生検査所協議会理化学部会研修会 と畜検査員 10月６日 １日間 

全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会技術研修会 と畜検査員 10月 27日 １日間 

全国食肉衛生検査所協議会病理部会研修会 と畜検査員 11月１日～11月２日 ２日間 

食肉の対米等輸出に関する研修 と畜検査員 １月 31日 １日間 

食肉衛生技術研修会 と畜検査員 １月 23日～１月 24日 ２日間 

食鳥肉衛生技術研修会 食鳥検査員 １月 23日～１月 24日 ２日間 

水産食品の輸出に関する研修 食品衛生監視員 １月 24日 １日間 



≪内部研修≫ 

研 修 名 対象者 期間及び日数 

食品衛生業務研究発表会 食品衛生監視員 ５月 19日 １日間 

リスクコミュニケーションに係る食品衛生監視員研修会 食品衛生監視員 

６月 13日 １日間 

（研修未受講者のうち希望者に対しては e ラーニングシステ

ムによる研修も実施） 

食品の収去検査・精度管理に関する研修会 食品衛生監視員 

７月 19日～７月 21日 ３日間 

（研修未受講者のうちの希望者に対しては e ラーニングシス

テムによる研修も実施） 

食中毒疫学研修 食品衛生監視員 

９月１日、９月７日（１日間の研修を２回実施） 

（研修未受講者のうち希望者に対しては e ラーニングシステ

ムによる研修も実施） 

食品衛生監視員業務調査研究 食品衛生監視員 ６月～２月の間の 14日間 

HACCPによる食品の衛生管理に係る食品衛生監視員講習会 食品衛生監視員 ２月７日、２月 15日又は２月 21日、３月 12日の３日間 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 健康局健康推進部生活衛生課食品衛生グループ 

           大阪市北区中之島 1-3-20 

ＴＥＬ 06-6208-9991  ＦＡＸ 06-6232-0364 

 


